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経
済
産
業
省

○

告
示
第
六
号

国
土
交
通
省

消
費
税
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土

交
通
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

茂
木

敏
充

国
土
交
通
大
臣

太
田

昭
宏

消
費
税
法
施
行
令
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
指

定
す
る
方
法

消
費
税
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大

臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
包
装
の
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

輸
出
物
品
販
売
場
（
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る
輸
出
物
品
販
売

場
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
経
営
す
る
事
業
者
が
、
消
耗
品
（
消
費
税
法
施
行
令
第
十
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
消
耗
品
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
譲
渡
す
る
際
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
袋

に
入
れ
、
か
つ
、
封
印
（
開
封
さ
れ
た
場
合
に
、
開
封
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
文
字
が
表
示
さ
れ
る
シ
ー

ル
の
貼
付
け
に
よ
る
封
印
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
す
る
方
法
。
た
だ
し
、
当
該
消
耗
品
の
鮮
度
の
保
持



- 2 -

に
必
要
な
大
き
さ
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
消
耗
品
を
取
り
出
せ
な
い
大
き
さ
の
穴
を
設
け
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

イ

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
で
あ
り
、
使
用
さ
れ
る
状
況
に
照
ら
し
て
十
分
な
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

無
色
透
明
又
は
ほ
と
ん
ど
無
色
透
明
で
あ
る
こ
と
。

ハ

本
邦
か
ら
出
国
す
る
ま
で
開
封
し
て
は
な
ら
な
い
旨
及
び
消
費
税
が
免
除
さ
れ
た
物
品
を
消
費
し
た
場
合
に
は

消
費
税
が
徴
収
さ
れ
る
旨
が
日
本
語
及
び
外
国
語
に
よ
り
記
載
さ
れ
た
も
の
又
は
記
載
さ
れ
た
書
面
が
貼
り
付
け

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

内
容
物
の
品
名
及
び
数
量
を
外
側
か
ら
確
認
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
内
容
物
の
品
名
及
び
品
名
ご
と
の

数
量
が
記
載
さ
れ
た
も
の
又
は
記
載
さ
れ
た
書
面
が
貼
り
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
が
、
消
耗
品
を
譲
渡
す
る
際
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
箱

に
入
れ
、
か
つ
、
封
印
す
る
方
法
。
た
だ
し
、
当
該
消
耗
品
の
鮮
度
の
保
持
に
必
要
な
大
き
さ
で
あ
り
、
か
つ
、
当

該
消
耗
品
を
取
り
出
せ
な
い
大
き
さ
の
穴
を
設
け
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

イ

段
ボ
ー
ル
製
、
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
製
等
で
あ
り
、
使
用
さ
れ
る
状
況
に
照
ら
し
て
、
十
分
な
強
度
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

内
容
物
の
品
名
及
び
品
名
ご
と
の
数
量
が
記
載
さ
れ
た
も
の
又
は
記
載
さ
れ
た
書
面
が
貼
り
付
け
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
。

ハ

本
邦
か
ら
出
国
す
る
ま
で
開
封
し
て
は
な
ら
な
い
旨
及
び
消
費
税
が
免
除
さ
れ
た
物
品
を
消
費
し
た
場
合
に
は
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消
費
税
が
徴
収
さ
れ
る
旨
が
日
本
語
及
び
外
国
語
に
よ
り
記
載
さ
れ
た
も
の
又
は
記
載
さ
れ
た
書
面
が
貼
り
付
け

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。


